
避難所開設までの流れ

　「避難準備情報」が発令された場合は、指定している４か所の指定避
難所の施設管理者は施設を開錠し避難者受け入れ準備を進めます。
※「避難準備情報」が発令される前でも自主避難者がいる場合など、
状況によっては自治会長等が自治公民館等の開設を判断してくだ
さい。

①「避難準備情報」が発令された場合

　「避難勧告」「避難指示」が発令された場合は、開設された指定避難
所に加え、該当地域の指定避難所を開設します。状況によっては自治
公民館を指定避難所として開設するよう自治会に依頼します。

②「避難勧告」「避難指示」が発令された場合

　誰が避難しているのかを名簿等で把握するとともに食料・飲料水・
毛布など必要な物資の状況。広報車・防災行政

無線電話など

●老人福祉センター
●健康福祉センター

●住民福祉センター
●宇美南町民センター

宇美町役場

宇美町役場

宇美町役場

役場職員

自治会長公民館

避難準備情報

人員や食料・飲料水・
毛布など状況を
把握し役場へ連絡

指定避難所の
受け入れ準備を行う

小・中学校、
公共施設を開設

指定避難場所

受け入れ
準備を行う

必要に応じて
自治公民館の
開設要請

　誰が避難しているのかを名簿等で把握するとともに食料・飲料水・
毛布など必要な物資の状況を役場へ連絡します。
　自治会長は役場と連携を取りながら基本的には自治会で運営して
ください。
※不足する物資があれば役場に要請してください。

避難者を受け入れた場合

○
○
小
学
校

公民館
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